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建築基準法上における廃棄物処理施設の取扱いについて
■特殊建築物の位置の制限【建築基準法第51条】
周辺に大きな影響を与える可能性のある【卸売市場】【火葬場】【汚物処理場】【ごみ焼却場】
【政令で定める処理施設】などの施設については、都市計画決定されたものでなければ都市計画
区域内に建築することは不可。
ただし、特定行政庁（⾧野市）都市計画審議会の議を経てその位置が都市計画上支障がないと認めて
許可した施設は建築可能

■建築許可が必要な政令で定める処理施設【建築基準法施行令第130条の2の2】
・一般廃棄物処理施設（処理能力が5t/日以上のごみ処理施設）
・産業廃棄物処理施設
┗廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第７条第1号から13号の2に定める処理施設
┗海洋汚染等及び海上災害防止に関する法律第３条第14号に掲げる廃油処理施設

■建築許可の流れ

①許可申請 ②付議

③了承④建築許可
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建築基準法第51条 許可申請の概要

■申請者
⾧野市大字大豆島3397番地6
直富商事株式会社 代表取締役 木下 繁夫

■建築場所又は築造場所
⾧野市大字大豆島字上之島3397番地7

■敷地及び建築物等の概要
用途地域:工業専用地域
敷地面積:8,956.27㎡
主要用途:廃棄物処理施設
工事種別:用途変更（一般廃棄物処理施設の設置）
建築面積:5,036.00㎡（うち申請に関わる部分 4,666.84㎡）
延床面積:5,186.79㎡（うち申請に関わる部分 4,514.20㎡）
構造 :鉄骨造
階数 :地上１階

■許可申請の対象となる一般廃棄物処理施設
廃プラスチック、古紙の圧縮・結束施設の設置
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申請位置図
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申請地周辺の用途地域

工業専用地域
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申請地周辺の土地利用状況
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申請処理施設について

廃プラの破砕施設
Ｈ30 法51条許可済

申請処理施設【既設】
圧縮・結束作業
処理能力:廃プラ（233.2t/日）

紙くず（228.8t/日）
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■現在、申請処理施設で既におこなわれている廃棄物処理作業
・有価物の廃プラスチック（ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ）の圧縮・結束処理 ➡ 建築許可不要
・産業廃棄物の廃プラスチック（軟質系）の圧縮・結束処理 ➡ 建築許可不要
・有価物の紙くず（古紙・段ボール）の圧縮・結束処理 ➡ 建築許可不要

①
申請建物

③既存建物

④既存建物

②
既存建物



建築基準法第51条 申請に関わる廃棄物処理作業及び申請理由

■既存処理施設を利用し新たに申請された廃棄物処理作業
１ 一般廃棄物として廃プラスチック（ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ等）の圧縮・結束処理（既存処理能力:232.2t/日）

【許可申請の理由１-①】
現在、市場団地事業所において一般廃棄物のペットボトルの圧縮・結束処理をおこなっている。
市場団地事業所の処理施設の能力が低い（1.6t/日）ため、圧縮・結束処理に時間がかかる。
業務効率の改善を図るため、処理能力が高い施設を有する本社第二工場に処理作業を移管するため。

【許可申請の理由１-②】
災害等により発生した廃棄物は一般廃棄物として処理されるが、発生量が公共の処理施設の能力を
超えた場合には処理困難となってしまう。その場合の処理困難物（軟質系プラ）に限り、本施設で
受け入れ、一般廃棄物として圧縮・結束処理を可能とするため。【通常時の受入れ予定なし】

2 一般廃棄物として紙くず（古紙・段ボール）圧縮・結束処理（既存処理能力:228.8t/日）

【許可申請の理由】
現在、紙くずは有価物として処理しているが、相場により価格が変動するため、情勢の変化等で
価格が下落した場合は、処理費用を請求することも考えられる。その場合は一般廃棄物としての
処理をおこなう必要があり、その事態に事前に備えるため。

5t/日以上の処理能力を有する既存施設を使用し一般廃棄物を処理 ➡ 建築許可が必要
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周辺環境調査について（搬入・搬出経路）

申請敷地

ルート①【3台/月】
第２金曜日(豊田) 11:30頃
第３火曜日(牟礼) 11:00頃
第３木曜日(三水) 10:30頃

ルート②【６台/月】
第１金曜日 (中野) 13:30頃
第１土曜日 (中野) 12:30頃
２週目月曜日(中野) 12:30頃
第２土曜日(山ノ内) 12:30頃
第３金曜日(小布施) 13:00頃
第４日曜日 (中野) 14:00頃

大豆島交番

⾧野共同高等
職業訓練校

信濃ひまわり
幼稚園
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■新たに受入れるペットボトルの排出元は北信保健衛生施設組合(※)

(※)中野市、山ノ内町、信濃町、飯綱町、小布施町の5市町で組織されるごみ処理、し尿処理及び火葬場の事業を共同処理するために創設された組合）



許可判断基準①

項目 判 断 基 準 判断結果（可とした理由）

周
囲
の
状
況

宅地化、市街化が促進される区域
でないこと

・申請地は、工業専用地域（工業の利便性を増進するために定める
地域）に指定された大豆島東工業団地内に位置するとともに、道路
を挟んだ北側一帯は農業振興地域農用地区域に指定された農地が広
がっていることから、宅地化、市街化が促進される可能性は低い
・隣接地には申請者の本社工場や本社第三工場が稼働しており、同
種の事業が行われていることから周辺土地利用状況との整合が図れ
る

近隣に教育施設、福祉施設が存在
しないこと

・直近の幼稚園が直線距離で約500ｍの位置にあるが、申請敷地と
は県道三才大豆島中御所線を挟んで反対側であり、車両の搬入・搬
出ルート外でもある
・福祉施設については1ｋｍ以上離れており、影響はほぼないと考
えられる
・小中学校、医療施設は半径１km以内になし

災害発生の恐れが高い区域で、そ
の災害により周辺への二次的被害
拡大の恐れがないこと

・平坦な地形で土砂災害の発生はない
・ハザードマップにおける浸水想定(想定最大規模降雨 L2)は3ｍ～
5ｍ未満であり、申請地が位置する大豆島から松岡の工業地域、工
業専用地域一帯は、ほぼ浸水可能性の有る区域である。ただし、社
内ＢＣＰ計画に基づき、工場の外に保管する予定の廃棄物は洪水等
災害予測時には事前に工場内に移動させるなど、周辺への流出を防
ぐような対応が計画されることから、二次被害の恐れは少ないと考
えられる
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許可判断基準②

項目 判 断 基 準 判断結果（可とした理由）

環
境
へ
の
配
慮

施設設置に伴い公害対策の関係法
令に関して適合することが確実で
あると認められること

申請敷地は工業専用地域であり、騒音及び振動規制法対象区域
外であるが、施設稼働後の騒音や振動予測値が自主規制値を超え
ないことを確認している。
毎月、騒音及び振動の測定を行い、自主規制基準値以下である

ことを確認しており、この測定は、処理施設新設後も引き続き実
施していく。

運
搬
車
両
の
周
囲
地
域
へ
の
影
響

交通渋滞による道路交通に支障が
ないこと

本年９月に運搬車両通行予定の交差点２か所(申請地周辺)につ
いて交通量調査を実施。現時点で申請地周辺の渋滞は確認できな
かった。本申請による交通量の増加は9台/月の計画であることか
ら道路交通に及ぼす影響はないと考えられる。

交通安全上支障がないこと
車両経路は、両側歩道や支障ない幅員の道路であり、運搬車両

についても、通常のパッカー車を使用する事から交通安全上支障
ないと考えられる。

景
観
へ
の
配
慮

施設の高さ、大きさに応じて植樹
等により、景観への配慮がされて
いること

⾧野市緑を豊かにする条例に定める緑化率の緑化基準（敷地面
積の10％以上）を満たす施設となっており景観へ配慮されている
と考えられる。
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地元住民説明会について

（質問１）

（回答１）

（質問２）

（回答２）

（質問3）

（回答3）

新設する部分がないのに、産業廃棄物処分許可のある既存施設の一般廃棄物処分業
の許可を申請するのは何故か。また一般廃棄物の許可を取得する目的はあるのか
廃棄物の分類には産業廃棄物と一般廃棄物があり、発生先や発生する業種等によっ
て区分され、それぞれで許可が必要となる。現在は産業廃棄物の許可は取得済みで
今回、一般廃棄物の処分業の許可も取得するもの。また現在、産業廃棄物と有価物
を扱ってる。今後の相場変動による影響も考慮して、今から準備しておくため

生活環境影響調査について具体的なことの記載がない。素人にもわかりやすい、確
認しやすい資料を用意いただきたい
今回は事業概要説明だが、今後生活環境影響調査を実施する、その結果を踏まえて
事業計画説明会にて報告させていただく

処理されるものが搬入されるのは、完全建屋内でよいのか。第三工場では屋外での
作業時の音、粉塵が気になる。
建屋内で作業をおこなう。

12
■事業計画概要説明会

日付 対象範囲 場所 参加者
令和６年５月31日 敷地境界から200ｍ 職業訓練センター 38名

■事業計画説明会 令和６年11月8日(予定)

説明会要旨(本件許可に関する部分)



参考資料① 関係法令

■建築基準法第51条第1項（卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置）
都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する
建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行
政庁が都道府県都市計画審議会（その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地が所在する市町村に
市町村都市計画審議会が置かれている場合にあつては、当該市町村都市計画審議会）の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障
がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。

■建築基準法施行令第130条の2の2第1項（位置の制限を受ける処理施設）
法第五十一条本文（法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。）の政令で定める処理施設は、次に掲げるもの
とする。

一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理法施行令」という。）第五条第一項の
ごみ処理施設（ごみ焼却場を除く。）

二 次に掲げる処理施設（工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。以
下「産業廃棄物処理施設」という。）
イ 廃棄物処理法施行令第七条第一号から第十三号の二までに掲げる産業廃棄物の処理施設
ロ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和四十五年法律第百三十六号）第三条第十四号に掲げる廃油処理施設

■廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第５条第1項（一般廃棄物処理施設）
法第八条第一項の政令で定めるごみ処理施設は、一日当たりの処理能力が五トン以上（焼却施設にあつては、一時間当たりの処理能
力が二百キログラム以上又は火格子面積が二平方メートル以上）のごみ処理施設とする。

■海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第３条第十四号
廃油処理施設 廃油の処理（廃油が生じた船舶内でする処理を除く。以下同じ。）の用に供する設備（以下「廃油処理設備」とい
う。）の総体をいう。



参考資料② 関係法令

■廃棄物処理施行令第７条
一 汚泥の脱水施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの
二 汚泥の乾燥施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートル（天日乾燥施設にあつては、百立方メートル）を超えるもの
三 汚泥（ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。）の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの

イ 一日当たりの処理能力が五立方メートルを超えるもの
ロ 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの
ハ 火格子面積が二平方メートル以上のもの

四 廃油の油水分離施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの（海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第
十四号の廃油処理施設を除く。）

五 廃油（廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。）の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの（海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第三条第十四号の廃油処理施設を除く。）
イ 一日当たりの処理能力が一立方メートルを超えるもの
ロ 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの
ハ 火格子面積が二平方メートル以上のもの

六 廃酸又は廃アルカリの中和施設であつて、一日当たりの処理能力が五十立方メートルを超えるもの
七 廃プラスチック類の破砕施設であつて、一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの
八 廃プラスチック類（ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。）の焼却施設であつて、次のいずれかに該

当するもの
イ 一日当たりの処理能力が百キログラムを超えるもの
ロ 火格子面積が二平方メートル以上のもの

八の二 第二条第二号に掲げる廃棄物（事業活動に伴つて生じたものに限る。）又はがれき類の破砕施設であつて、一日当たりの処理能力が五ト
ンを超えるもの

九 別表第三の三に掲げる物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設
十 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設
十の二 廃水銀等の硫化施設
十一 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
十一の二 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
十二 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
十二の二 廃ポリ塩化ビフェニル等（ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。）

又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設
十三 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設
十三の二 産業廃棄物の焼却施設（第三号、第五号、第八号及び第十二号に掲げるものを除く。）であつて、次のいずれかに該当するもの

イ 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの
ロ 火格子面積が二平方メートル以上のもの


